
　

所
得
が
少
な
く
、
ま
た
は
失

業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
申
請

を
し
て
承
認
を
受
け
る
と
、
保

険
料
が
免
除
さ
れ
た
り
、
納
付

を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

保
険
料
の
免
除
・
猶
予

▼
全
額
免
除
制
度

　

保
険
料
の
全
額（
月
額
１
５
，

２
５
０
円
）
を
免
除
す
る
も
の

で
す
。
免
除
さ
れ
た
期
間
は
年

金
を
受
給
す
る
た
め
の
期
間
に

は
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
受
給

額
は
保
険
料
を
全
額
納
め
た
と

き
と
比
べ
て
２
分
の
１
と
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。

▼
一
部
納
付
制
度

　

保
険
料
の
一
部
を
免
除
し
、
残

り
の
一
部
を
納
付
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。
一
部
免
除
さ
れ
た
期

間
は
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ

ま
す
が
、
年
金
受
給
額
は
保
険

料
を
納
め
た
と
き
と
比
べ
て
減

額
さ
れ
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
一
部
免
除
を
受
け
た

期
間
に
こ
れ
ら
の
保
険
料
を
納

め
な
い
場
合
、「
未
納
期
間
」

と
な
り
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
は
な
い
30
歳
未
満
の

方
が
対
象
で
す
。
同
居
し
て
い

る
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら

ず
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所

得
が
一
定
水
準
以
下
で
あ
れ

ば
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

　

猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を
納
付

で
き
る
期
間
は
10
年
間
に
な
り

ま
す
。
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
受
給

資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
納
付
し
な
け
れ
ば
年
金
受

給
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

免
除
お
よ
び
猶
予
を
受
け

る
た
め
に
は

　

保
険
料
免
除
申
請
受
付
後
、

以
下
の
基
準
を
日
本
年
金
機
構

が
審
査
し
、
承
認
、
却
下
が
決

定
さ
れ
ま
す
。

▼
審
査
基
準

①
申
請
す
る
本
人
・
申
請
者
の

配
偶
者
・
世
帯
主
の
平
成
26
年

度
の
所
得
額
。（
平
成
25
年
１

月
１
日
〜
平
成
25
年
１
２
月
31

日
ま
で
の
分
）　

　
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
の
所
得

額
は
除
く
。

②
災
害
・
失
業
・
事
業
の
廃
止

等
。

▼
引
き
続
き
免
除
を
希
望
す
る

場
合

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
免
除
を

希
望
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し

て
毎
年
７
月
に
申
請
が
必
要
で

す
。
た
だ
し
、
全
額
免
除
と
猶

予
の
場
合
、
申
請
時
に
「
継
続

申
請
」
を
希
望
し
、
承
認
さ
れ

る
と
、
翌
年
か
ら
は
本
人
申
請

手
続
き
が
不
要
と
な
り
、
自
動

的
に
審
査
を
行
い
ま
す
。（
一

部
例
外
あ
り
）

▼
口
座
振
替
辞
退
の
届
出

　

国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振

替
で
お
支
払
い
し
て
い
る
場

合
、
承
認
ま
で
に
多
少
時
間
が

か
か
る
た
め
、
そ
の
間
引
き
続

き
口
座
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

が
引
き
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
お
手
数
で
す
が
、
浦

添
年
金
事
務
所
に
口
座
振
替
辞

退
の
届
出
を
提
出
し
、
手
続
き

さ
れ
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ　

浦
添
年
金
事
務

所
☎
８
７
７

−

０
５
１
１

免
除
手
続
き
の
際
に
必
要

と
な
る
も
の

写
真
付
き
身
分
証（
免
許
証
等
）

か
年
金
手
帳
及
び
印
鑑
（
認

印
）。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方

は
他
の
書
類
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
申
請
す
る
本
人
・
申
請
者
の

配
偶
者
・
世
帯
主
の
中
で
平
成

26
年
度
１
月
１
日
現
在
の
住
民

登
録
が
他
市
町
村
の
方

⇐

平
成
26
年
度
の
所
得
課
税
証

明
書
（
扶
養
人
数
が
記
さ
れ
て

い
る
も
の
）

②
平
成
26
年
度
の
所
得
の
申
告

が
ま
だ
の
方

⇐

申
告
後
、
申
告
の
写
し
を
提

出③
失
業
の
場
合
（
今
年
度
ま
た

は
前
年
度
に
失
業
・
退
職
）

⇐

平
成
25
年
１
月
１
日
以
降
の

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
か

雇
用
保
険
受
給
者
資
格
証
、
ま

た
は
、
退
職
証
明
書
と
平
成
26

年
度
市
民
税
県
民
税
納
税
通
知

書
（
一
部
例
外
あ
り
）

平
成
26
年
４
月
か
ら
年
金

機
能
強
化
法
が
施
行
さ
れ

ま
し
た

①
約
２
年
１
ヵ
月
前
か
ら
遡
っ

て
免
除
申
請
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

②
法
定
免
除
期
間
の
保
険
料
が

納
付
で
き
る
よ
に
な
り
ま
す
。

③
付
加
保
険
料
も
２
年
間
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

④
子
の
あ
る
夫
に
も
遺
族
基
礎

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑤
未
支
給
年
金
を
受
け
取
れ
る

遺
族
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま

す
。

⑥
繰
下
げ
請
求
が
遅
れ
た
場
合

で
も
遡
っ
て
年
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

⑦
遡
っ
て
障
害
者
特
例
に
よ
る

支
給
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑧
国
民
年
金
の
任
意
加
入
未
納

期
間
が
受
給
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
。

⑨
年
金
受
給
者
が
所
在
不
明
と

な
っ
た
場
合
に
届
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
民
課
国
民
年

金
係
ま
た
は
浦
添
年
金
事
務
所

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

８
月
１
日
か
ら
被
保
険

者
証
が
切
り
替
わ
り
ま
す

　

有
効
期
限
が
平
成
27
年
７
月

31
日
と
な
り
ま
す
。

※
今
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
は

切
り
替
え
な
い
と
平
成
26
年
８

月
１
日
（
金
）
以
降
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

▼
保
険
証
切
替
え
時
に

①
長
寿
医
療
保
険
料
の
滞
納
が

な
い
方

⇐

郵
送
に
よ
る
切
替
え

新
し
い
保
険
者
証
は
、
７
月
下

旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し

ま
す
。

②
長
寿
医
療
保
険
料
の
滞
納
が

あ
る
方

⇐

市
役
所
窓
口
で
の
切
替
え

保
険
料
の
滞
納
等
が
あ
る
被
保

険
者
に
は
封
書
を
郵
送
し
ま

す
。
切
替
え
の
際
に
は
納
付
相

談
が
必
要
で
す
。
※
必
ず
７
月

中
に
切
替
え
の
手
続
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※
８
月
か
ら
は
、
医
療
機
関
の

窓
口
に
新
し
い
被
保
険
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
被
保
険

者
証
が
届
い
た
ら
、
住
所
・
氏

名
・
一
部
負
担
金
の
割
合
等
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一
部
負
担
金
の
限
度
額
適

用
と
食
事
代
を
減
額
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す

　

長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者

で
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
、
療
養
を
受
け
た
と
き
に
支

払
う
一
部
負
担
金
と
入
院
時
の

食
事
代
を
減
額
す
る
た
め
の

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」（
以
下
、
減
額

認
定
証
）
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
認
定
証
交
付
対
象

①
低
所
得
者
Ⅰ

⇐

同
一
世
帯
の

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
か

つ
各
種
収
入
等
か
ら
必
要
経

費
・
控
除
を
差
し
引
い
た
所
得

が
０
円
と
な
る
世
帯
に
属
す
る

方
（
年
金
の
控
除
額
を
80
万
円

と
し
て
計
算
）

②
低
所
得
者
Ⅱ

⇐

世
帯
員
全
員

が
住
民
税
非
課
税
の
方
（
低
所

得
者
Ⅰ
に
該
当
す
る
方
を
除
く
）

▼
申
請
方
法

　

国
民
健
康
保
険
課
18
番
窓
口

で
「
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
物

①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

②
被
保
険
者
本
人
の
印
鑑　

③
代
理
人
が
申
請
を
す
る
場
合

は
代
理
人
の
印
鑑

④
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
（
免
許
証
等
）

▼
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
現
在
お
持

ち
の
方
へ　

　

現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証

の
有
効
期
限
は
平
成
26
年
７
月

31
日
で
す
。
有
効
期
限
が
過
ぎ

る
と
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
申
請
手
続
き
が
不
要
の
方

　

被
保
険
者
証
に
減
額
認
定
証

（
区
分
Ⅰ
ま
た
は
区
分
Ⅱ
）
が

同
封
さ
れ
て
い
る
方
。（
今
ま

で
に
減
額
認
定
証
の
申
請
を

行
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
で
、
平

成
26
年
度
も
引
き
続
き
住
民
非

課
税
世
帯
に
属
す
る
方
）
※
減

額
認
定
証
に
「
区
分
Ⅱ
」
と
表

記
の
あ
る
方
で
、
長
期
入
院
該

当
候
補
者
（
＊
１
）
で
申
請
を

希
望
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

医
療
機
関
が
発
行
し
た
直
近
３

か
月
分
の
領
収
書
な
ど
入
院
日

数
（
90
日
以
上
）
が
確
認
で
き

る
も
の
を
持
参
し
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
す
る
と
更
に

食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
（
＊
１
）
区
分
低
Ⅱ
の
認
定

後
、
平
成
25
年
８
月
か
ら
平
成

26
年
７
月
診
療
分
の
レ
セ
プ
ト

確
認
に
よ
り
入
院
日
数
が
90
日

以
上
あ
る
方
で
す
。

▼
申
請
手
続
き
の
対
象
者
へ　

　

対
象
者
は
、
被
保
険
者
証
に

減
額
認
定
証
が
同
封
さ
れ
て
い

な
い
方
に
な
り
ま
す
。（
今
ま

で
に
減
額
認
定
証
の
申
請
を

行
っ
た
こ
と
が
な
い
方
で
、
平

成
26
年
度
も
引
き
続
き
住
民
非

課
税
世
帯
に
属
す
る
方
）

　

更
新
は
８
月
30
日（
土
）ま
で

に
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
に
関
す
る
通
知
書

を
お
送
り
し
ま
す

▼
特
別
徴
収
の
方

　

年
金
支
給
の
際
に
、
年
金

か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま

す
。
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替

　

現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」「
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
」
の
有
効

期
限
は
平
成
26
年
７
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
更

新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

更
新
手
続
き
を
し
な
い
場

合
、
医
療
機
関
で
の
支
払
い
が

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
証

②
申
請
者
の
印
鑑

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
普
通
徴
収
の
方

　

浦
添
市
国
民
健
康
保
険
課
か

ら
送
ら
れ
て
く
る
、「
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
納
付
通
知

書
」
で
納
期
内
に
指
定
さ
れ
た

金
融
機
関
で
納
め
ま
す
。
口
座

振
替
で
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま

す
の
で
、
最
寄
の
金
融
機
関
で

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
申
込
み
く
だ

さ
い
。

普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
は

７
月
か
ら
！
！

③
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

（
免
許
証
等
）

④
世
帯
主
直
筆
の
委
任
状
（
世

帯
外
の
方
が
申
請
す
る
場
合
）

⑤
過
去
12
か
月
の
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
と
き
は
そ
の
領
収
書

（
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
み
）

⑥
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
み

新
規
で
申
請
す
る
場
合
は
医
師

の
意
見
書
※
世
帯
主
の
障
害
者

手
帳
や
介
護
保
険
証
（
要
介
護

３
以
上
）
を
お
持
ち
の
場
合
、

委
任
状
は
不
要
で
す
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
タ

ウ
ン
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

免除割合 保険料月額

3/4 免除
(1/4 納付） 3,810 円

1/2 免除
(1/2 納付） 7,630 円

1/4 免除
(3/4 納付） 11,440 円

国
民
健
康
保
険
の
給
付
に
関
す
る
各
種
証
の
切
替
え
に
つ
い
て

■
問
い
合
わ
せ　

国
民
健
康
保
険
課　

給
付
係

（
内
線
３
７
１
３
・
３
７
１
４
）

お知らせ

被保険者証の
色（ピンク）は
変わりません

７
月
１
日（
火
）よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

■
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

国
民
年
金
係

☎
８
７
６ 

― 

１
２
３
４　
（
内
線
３
１
１
１
〜
３
１
１
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月曜日～金曜日 10時 55分～“FM21”76.8MHｚでラジオ広報「浦添市役所だより」絶賛放送中！！
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